高槻市生活援助員派遣事業委託業務仕様書
１　委託事業の名称
　高槻市生活援助員派遣事業
２　委託期間
　　　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

３　事業の目的　　　
本事業は大阪府営高槻城東住宅高齢者世話付住宅（以下「シルバーハウジング」という）に居住する高齢者に対し、生活援助員を派遣し、生活相談、安否の確認、緊急時の対応等のサービスを提供することによって、入居者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう、その在宅生活を支援することを目的とする。
４　実施場所及び業務内容等
（１）実施場所
　　　 　所在地：高槻市城東町13棟、16棟、17棟、19棟の一部
　　　　 対象住宅：大阪府営高槻城東住宅（シルバーハウジング20戸）

　　　　 ※ただし、入居者が生活援助員の派遣を拒否している場合は対象外とする。
　（２）業務内容
ア　生活に関する相談
心配ごとや健康等の生活全般にわたる相談を行う。
イ　安否の確認
原則1日2回（朝夕）、入居者の安否の確認を行う。安否確認の方法及び回数は、入居者の生活状況等に応じて対応すること。
ウ　緊急時の対応
入居者に緊急の事態が発生した場合には、容態の確認・消防や医療機関・家族への連絡等を行う。
エ　一時的家事援助等
緊急時及び疾病時に、介護保険によるサービスを受けるまでの間、一時的に家事援助を行う。

オ　生活関連情報の提供
行政サービスや地域活動などの生活関連の情報提供を行う。
カ　その他の日常生活上必要な援助
団らん室及び相談室の維持管理（光熱水費等を含む）を行う。
　（３）生活援助員の資格要件
　　　　　生活援助員の資格要件は、常勤非常勤を問わないが、次の各号に掲げるすべての項目を充たしている者とする。

　　　　ア　心身ともに健全であり、社会福祉事業に理解と熱意を有する者

　　　　イ　普通自動車免許を有する者

　　　　ウ　本仕様書4(2)の業務を適切かつ迅速に実施する能力を有する者
（４）勤務体制及び執務時間等
　　　ア　勤務体制及び勤務時間

生活援助員の勤務体制は、原則2名以内とし、月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分の間に本仕様書4(2)の業務を行うとともに、生活援助員が常駐できる執務場所を確保すること。また、勤務時間外の安否確認等については、可能な限り適宜対応すること。
イ　勤務を要しない日

　国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始（12月29日、12月30日、12月31日、1月2日、1月3日）及び高槻市長が認めた日。
ウ　緊急時の体制

執務時間中、入居者からの緊急時等の連絡体制を受託者において確保し、適切に対応できるよう配慮すること。
　　　　　　

５　委託事業に関する報告等
（１）生活援助員派遣事業に必要な関係書類として、高槻市生活援助員派遣事業実施要綱に基づき、入居者記録カード（様式第1号）、個人記録カード（様式第2号）、生活援助員派遣事業実施状況総括表（様式第3号）、対応状況報告書（様式第４号）を整備し適切に保管すること。
（２）委託業務の処理状況について、生活援助員派遣事業実施状況総括表（様式第3号）を業務実施月の翌月10日までに書面で報告すること。なお、入居者への対応が生じた場合は、対応状況報告書（様式第４号）を添付すること。
（３）その他、サービスの実施状況等を適正に報告すること。

６　貸与物品等
シルバーハウジングのマスターキー等必要物品は市から受託者に貸与するため、施錠可能なキャビネットに保管するなど、適切に管理できる場所を確保すること。
７　事務引継ぎ等
事業者が変更となった場合、現在の委託事業者である社会福祉法人博乃会から引継ぎを円滑に行い、令和８年４月１日から事業実施すること。
８　関係法令等の遵守
法令等に基づいて適切に業務を遂行すること。
９　その他
（１）業務にあたっては、高槻市生活援助員派遣事業実施要綱を遵守すること。
（２）契約者又は契約者が本仕様書に定める業務等に従事させる者（以下「従事者」という。）は、当該業務の履行に際し、本市の事務事業に関して、法令等に違反し、又は違反する恐れがある事実、もしくは不当な事実を知った場合は、「高槻市職員等からの内部通報に関する規則」に基づき、その事実を本市に通報することができ、契約者は従事者に対しその旨を周知すること。
（３）契約者は従事者に対し本市の環境方針等を周知し、環境への負荷の低減及び環境への配慮の推進の取組について協力するように努めること。

（４）この仕様書に定めるもののほか、疑義が生じた事項については、必要に応じて、契約者と協議の上、決定するものとする。
